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３ 事業場の安全衛生管理体制について 

 

（１）安全衛生管理体制 
労働安全衛生法では、労働災害を防ぎ、事業者の自主的な安全衛生活動を確保す

るため、図１－10 のような安全衛生管理体制を整備することが義務づけられていま

す。 
安全衛生管理体制は、事業場の従業員全員が協力して安全衛生を進めていくため

に必要なものです。 
 

業種 
規模 
（労働者数） 

自動車整備業 （令２条２号の業種） 

1,000 人～  

300～999 人 

 

事 業 者 

産 業 医 

 

総括安全衛生管理者 

 

 

安 全 管 理 者    衛 生 管 理 者 

 

安全・衛生委員会 

 

100～299 人 

50～99 人 

 

事 業 者 

産 業 医 

 

 

安 全 管 理 者    衛 生 管 理 者 

 

安全・衛生委員会 

 

10～49 人 

 

事 業 者 

 

安 全 衛 生 推 進 者 

 

安全衛生懇談会等 

 

1～9 人 
 

事 業 者 

 

図１－10 事業場規模別安全衛生管理体制 



第１章 総論 

 13 

事業者： 法人であれば当該法人、個人企業であれば事業経営者を指し、法人であ

る会社自体が労働安全衛生法の定める措置を講じる責任を負わされます。 
 
総括安全衛生管理者： 労働安全衛生法上、常時 300 人以上の労働者を使用する自

動車整備業の事業場で、事業全体の責任者から選任し、事業場全体の安全衛

生管理を統括したり、安全管理者、衛生管理者を指揮する者です。 
総括安全衛生管理者の職務 

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 
⑤ 安全衛生に関する方針の表明に関すること 
⑥ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関す

ること 
⑦ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 

 
安全管理者： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で選

任が義務づけられています。安全管理者に選任されるには、一定の資格（労

働安全衛生法第 11 条第１項、規則第５条）が必要です。安全管理者は、総

括安全衛生管理者又は事業者を補佐する者で、総括安全衛生管理者の業務の

うち安全に係る技術的事項を管理する者として位置づけられています。 
安全管理者の職務 

① 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応

急措置又は適当な防止の措置 
② 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検

及び整備 
③ 作業の安全についての教育及び訓練 
④ 発生した災害原因の調査及び対策の検討 
⑤ 消防及び非難の訓練 
⑥ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督 
⑦ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 
⑧ 他の事業場の労働者と混在して作業を行う場合における安全に関

し、必要な措置 
 
衛生管理者： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で選

任が義務づけられています。衛生管理者には、一定の資格（労働安全衛生法

第 12 条第１項、規則第 10 条）が必要です。衛生管理者は、総括安全衛生管

理者又は事業者を補佐する者で、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係

る技術的事項を管理する者として位置づけられています。 



第１章 総論 

 14 

衛生管理者の職務 

① 健康に異常のある者の発見及び処置 
② 作業環境の衛生上の調査 
③ 作業条件、施設等の衛生上の改善 
④ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 
⑤ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 
⑥ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統

計の作成 
⑦ 他の事業場の労働者と混在して作業を行う場合における衛生に関し

必要な措置 
⑧ その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 

 
産業医： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で、資格

者（医師で一定の研修修了者等）からの選任が義務づけられています。産業

医は、労働者の健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持す

るための措置、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹

立等労働者の健康管理を行うこととしています。 
産業医の職務 

① 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者

の健康を保持するための措置に関すること 
② 作業環境の維持管理に関すること 
③ 作業の管理に関すること 
④ 労働者の健康管理に関すること 
⑤ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措

置に関すること 
⑥ 衛生教育に関すること 
⑦ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関する

こと 
 
安全衛生推進者： 労働安全衛生法上、常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用す

る事業場で、資格者（一定の学歴と実務経験等）からの選任が義務づけられ

ています。安全衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者と同様の業務を担

当する者として位置づけられています。 
安全衛生推進者の職務 

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 
⑤ 安全衛生に関する方針の表明に関すること 
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⑥ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関す

ること 
⑦ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 

 
安全・衛生委員会： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場

では、危険防止の基本対策、健康障害防止の基本対策等を審議し労働者の意

見を聴く場として安全・衛生委員会の設置が義務づけられています。 
安全・衛生委員会の審議事項 

① 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に

関すること 
② 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関

すること 
③ 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する

こと 
④ 安全衛生に関する規程の作成に関すること 
⑤ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のう

ち、安全及び衛生に係るものに関すること 
⑥ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 
⑦ 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること 
⑧ 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関す

ること 
⑨ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関す

ること 
⑩ 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及

びその他の医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する

対策の樹立に関すること 
⑪ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に

関すること 
⑫ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対

策の樹立に関すること 
⑬ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関するこ

と 
⑭ 労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受

けた事項のうち、労働者の危険の防止及び労働者の健康障害の防止に

関すること 
 
安全衛生懇談会： 安全委員会や衛生委員会の設置が義務づけられていない事業場

においては、関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりま

せんので、安全衛生懇談会等を設けることをお勧めします。 
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（２）労働者の就業に当たっての措置 
自動車整備業においては、免許を受けた者、技能講習修了者など一定の資格を有

する者でなければ当該業務に従事できないこととなっています。 
（法：労働安全衛生法、 令：同法施行令、 安規：労働安全衛生規則） 

 
① 就業制限業務 

業務の内容（法 61 条、令 20 条） 
業務に就きことが 
できる者（資格者） 

資格の取得方法 

ガス溶接 
作業主任者 

指定試験機関が 
行う免許試験 ガス溶接の 

作業 

可燃性ガス及び酸素を用

いて行う金属の溶接、溶断

又は過熱の業務 
ガス溶接技能 
講習修了者 

登録教習機関が 
行う技能講習 

玉掛け作業 

制限荷重が１トン以上の揚

貨装置又ははつり上げ荷

重が１トン以上のクレーン、

移動式クレーン若しくはデ

リックの玉掛けの業務 

玉掛け技能 
講習修了者 

登録教習機関が 
行う技能講習 

 
② 作業主任者（有資格者）を選任すべき業務 

令６条 
各号 

資格の 
種 類 

作業主任者 
の名称 

選任すべき作業 
（法 14 条、令６条、安規 16 条） 

関係条項 

２ 免許 
ガス溶接 

作業主任者 

アセチレン溶接装置又はガス集合溶

接装置（10 以上の可燃性ガスの容器

を導管により連結又は９以下の水素

若しくは溶解アセチレンを 400 リットル

以上、その他のガス 1,000 リットル以

上）を用いて行う金属の溶接、溶断、

過熱の業務 

安規 314 

２３ 
技能 
講習 

有機溶剤 
作業主任者 

有機溶剤（令別表第６の２）の製造、

取扱い作業 
有 機 則

19 
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③ 危険・有害に従事する労働者で資格（又は特別教育）を必要とする業務 

安規 36 
条各号 

特別教育を必要とする危険有害業務（法 59 条、安規 36 条） 

１ ※１ 研削といしの取替え時の試運転の業務 
３ アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 

４ ※２ 

・ 高圧（直流 750 ボルト、交流 600 ボルトを超え 7,000 ボルト以下の電

圧）若しくは特別高圧（7,000 ボルトを超える電圧）の充電電路若しく

は充電電路の支持物の敷設、点検、修理、操作の業務 
・ 低圧（直流 750 ボルト以下、交流 600 ボルト以下）の充電電路（対地

電圧 50 ボルト以下、電信電話用を除く）敷設、修理の業務又は配電

盤室、変電室等の低圧電路の充電部分が露出している開閉器の操

作の業務 

１５ 
次の掲げるクレーンの運転の業務 

イ つり上げ荷重が５トン未満のもの 
ロ つり上げ荷重が５トン以上の跨線テルハ 

１９ 
つり上げ荷重が１トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉

掛けの業務 

２９ 
特定粉じん作業に係る業務 

例）溶接作業、グラインダーによる研磨作業 など 

３３ 
圧縮空気を用いて自動車用（二輪車を除く）のタイヤに空気を充てんす

る業務 
 

※１ 自工場におけるグラインダーの砥石を交換する作業 
※２ ハイブリッド車及び電気自動車の電気部分に係る作業 


